
そ
の
他
の

情
報

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

市
障
害
者
扶
助
料
の
12
月
期
支

払
分（
8
月
〜
11
月
分
）
を
12
月

19
日
㈮
以
降
に
、
受
給
者
指
定
の

金
融
機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確

認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
9

愛
知
県
の
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

「
愛
知
県
最
低
賃
金
」
が
10
月

24
日
か
ら
時
間
額
731
円
に
改
正
さ

れ
ま
し
た
。

日
給
制
、
月
給
制
の
労
働
者
の

場
合
は
、
時
間
当
た
り
の
金
額
に

換
算
し
て
最
低
賃
金
の
時
間
額
731

円
と
比
較
し
ま
す
。

ま
た
、
愛
知
県
の
産
業
別
最
低

賃
金（
8
業
種
）は
、
現
在
、
改
正

の
た
め
調
査
審
議
中
で
す
の
で
、

今
後
の
改
正
状
況
に
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
労
働
基
準
監
督
署

☎
0
5
3
2
◆

54
◆

1
1
9
2

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

児
童
扶
養
手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
扶
養
手
当
の
12
月
期
支
払

分（
8
月
〜
11
月
分
）
を
12
月
11

日
㈭
以
降
に
受
給
者
指
定
の
金
融

機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し

て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

産
業
振
興
課
1
66
◆

1
1
1
8

平
成
20
年
工
業
統
計
調

査
を
実
施
し
ま
す

12
月
31
日
現
在
で
、
製
造
業
を

営
む
事
業
所
を
対
象
に
工
業
統
計

調
査
を
実
施
す
る
た
め
、
12
月
か

ら
平
成
21
年
1
月
に
か
け
て
調
査

員
が
伺
い
ま
す
。

調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共

団
体
の
行
政
施
策
の
重
要
な
基
礎

資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
と
も

に
、
企
業
、
大
学
な
ど
で
の
研
究

資
料
、
小･

中･

高
等
学
校
の
教
材

な
ど
、
広
く
利
用
さ
れ
ま
す
。

提
出
い
た
だ
く
調
査
票
は
、
統

計
法
に
基
づ
き
調
査
内
容
の
秘
密

は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
正
確
な

記
入
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
3

災
害
な
ど
で
被
害
に
あ
っ
た

方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
、

次
の
①
〜
④
に
該
当
し
、
資
産
、

融
資
な
ど
を
活
用
し
て
も
、
な
お

医
療
機
関
な
ど
へ
の
一
部
負
担
金

の
支
払
い
が
困
難
な
方
は
、
申
請

に
よ
り
医
療
費
の
一
部
負
担
金
減

免
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
保
険
年
金

課
ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ

り
、
死
亡
、
心
身
障
害
者
と
な

り
、
ま
た
は
資
産
に
重
大
な
損

害
を
受
け
た
と
き
。

※
重
大
な
損
害
と
は
、
国
民
健
康

保
険
の
加
入
者
が
所
有
す
る
家

屋
ま
た
は
家
財
に
つ
き
、
受
け

た
損
害
金
額（
保
険
金
な
ど
で

補
て
ん
さ
れ
る
金
額
は
除
く
）

が
10
分
の
3
以
上
の
損
害
を
い

い
ま
す
。
な
お
被
害
が
浸
水
被

害
の
場
合
は
、
床
上
浸
水
以
上

と
し
ま
す
。

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
雪
害
な

ど
に
よ
る
農
作
物
の
不
作
、
不

漁
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
理
由

に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
と
き
。

③
事
業
ま
た
は
業
務
の
休
廃
止
、

失
業
な
ど
（
定
年
退
職
ま
た
は

自
己
都
合
な
ど
に
よ
る
退
職
は

除
く
）
に
よ
り
収
入
が
著
し
く

減
少
し
た
と
き
。 

※
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
と
き

と
は
、
前
年
の
収
入
に
比
べ
、

3
割
以
上
の
減
少
が
認
め
ら
れ

る
場
合
を
い
い
ま
す
。

④
①
・
②
・
③
に
類
す
る
事
由
が

あ
っ
た
と
き
。 

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

悪
質
な
下
水
道
点
検
商
法

に
ご
注
意
を
！

毎
年
、
言
葉
巧
み
に
市
下
水
道

課
と
の
関
係
を
に
お
わ
せ
た
業
者

が
各
家
庭
を
訪
問
し
、
宅
地
内
の

排
水
設
備（
ま
す
、
排
水
管
な
ど
）

の
点
検
や
清
掃
を
か
っ
て
に
行
い

法
外
な
料
金
を
請
求
す
る
悪
質
な

業
者
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
が

市
に
寄
せ
ら
れ
ま
す
。

市
で
は
、
業
者
に
依
頼
し
て
宅

地
内
の
排
水
管
を
有
料
で
点
検
清

掃
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
よ
う
な
業
者
の
訪
問
を
受
け
た

ら
、「
頼
み
ま
せ
ん
」と
き
っ
ぱ
り

断
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
不
審
な
業
者
を
見
か
け

た
ら
警
察
署
ま
た
は
下
水
道
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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◎休日市役所窓口センター 土・日・祝日（年末年始を除く）午前8時30分～午後5時　166◆1171
 戸籍関係の証明書の交付・届出や市税の証明書の交付・納付などができます。

瑞
宝
双
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た

市
佐  

喜
弘
さ
ん（
70
歳
）

〈
幸
田
町
〉

市
佐
さ
ん
は
、
昭
和
36
年
4
月
に
蒲
郡
市
消
防
士
を
拝
命
さ
れ
、

以
来
38
年
の
長
き
に
わ
た
り
市
民
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
を

守
る
た
め
、
消
防
の
最
前
線
で
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
た
。

在
職
中
は
、
警
防
体
制
の
強
化
充
実
と
消
防
技
術
の
向
上
に
尽

力
さ
れ
る
一
方
、
後
進
の
指
導
育
成
に
努
め
る
な
ど
、
消
防
行
政

の
進
展
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

2008.12

24


